
整理番号１  

完 了 後 の 評 価 個 表 
 

事業名 森林環境保全整備事業（国有林） 事業実施期間
平成 27 年度～令和元年度（５年間）

 （平成 31 年度） 

事業実施地区名
（都道府県名）

（ひだか） 
日高森林計画区 

（北海道） 
事業実施主体

北海道森林管理局 

日高北部
ひ だ か ほ く ぶ

森林管理署 

完了後経過年数 ４年 管理主体 日高北部森林管理署 

事業の概要・目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本事業は、北海道の中央南西部に位置する、日
ひ

高
だか

町
ちょう

及び平
びら

取
とり

町
ちょう

の２町に所在

する約 102 千 ha の国有林野を対象としている。 

本計画区のうち、当署管内は日高山脈襟
えり

裳
も

十
と

勝
かち

国立公園内にある日高山脈の

幌尻岳
ぽろしりだけ

をはじめパンケヌーシ岳、チロロ岳、ルベシベ山、北戸蔦別岳
きたとったべつだけ

などの山々

の南西側斜面に位置している。 

林相は、トドマツなどの針葉樹とミズナラやカンバ類などの広葉樹の混交林が

主体で、標高の高い稜線部にはハイマツや多数の地域固有種を含む高山植物の群

落が分布している。 

特に、沙
さ

流
る

川水系や日
ひ

高
だか

門
もん

別
べつ

川水系等の上・中流部には原生林が分布している

ため、日高山脈森林生態系保護地域として保護林に設定しており、固有種や希少

種の動植物が多く生息していることから、隣接する大雪
たいせつ

山森林生態系保護地域と

は保護林を結ぶ「大雪・日高緑の回廊」が設定されているため、今後も適切な維

持管理・保全が必要である。 

また、この地域には豊かな森林が古くからアイヌ文化を支えてきたことから、

森林との関わりの深い独自の文化が残っているため、「アイヌ文化伝承の森」と

してアイヌ文化の伝承と振興のために地元の関係機関と協同・連携して森林の再

生等に取り組んでいる。 

森林の現況は、トドマツ（66％）を主な樹種とする人工林約 11 千 ha、天然林

は約 83 千 ha とから成り、森林の蓄積は北海道の全道平均 145 ㎥/ha に対して、

188 ㎥/ha となっている。 

当署管内の総面積の約 82％が水源涵
かん

養を主な目的とした保安林に指定されて

おり、流域内のみならず、河川を通じて沿岸海域にも栄養分等を供給しているこ

とから、基幹産業である農業や漁業などの地域の資源保全に重要な役割を果たし

ている。 

一方、人工林の齢級構成は、約 88％が７～12 齢級で、その中でも主伐期とさ

れる 10 齢級以上の割合は約 77％を占め、森林資源の本格的な利用期を迎えてい

るため、針広混交林や複層林へ計画的に誘導し、木材を安定的に供給するほか、

間伐の適切な実施や主伐後の確実な更新を図るなど、森林整備の必要性は一層増



 している。 

このため、本事業は森林の有する公益的機能の持続的な発揮を通じて地域住民

の生活と産業の振興に資するとともに、国産材の安定供給体制の構築及び地球温

暖化防止にも貢献するため、森林整備を積極的に推進し、そのために森林整備の

効率的な実施に必要な路網整備を実施したものである。 

・主な事業内容 森林整備 更新面積    80ha 

保育面積  4,158ha 

路網整備 開設延長    6.2km 

改良延長    0.1km 

・総事業費   2,182,519 千円（税抜き 2,012,345 千円） 

（平成 26 年度の評価時点 3,197,154 千円（税抜き 2,960,328 千円）） 

①  費用便益分析の

算定基礎となった

要因の変化 

令和６年度時点における費用便益分析の結果は以下のとおりである。 

なお、事前評価で算出した総便益及び総費用と完了後の評価で算出した総便益

及び総費用との差異については、実行段階における優先度を勘案した事業の実行

に伴う事業量の変動や事業地の奥地化及び急傾斜地など作業条件の厳しい箇所

が多かったこと、さらには平成 25 年度から令和６年度までおよそ 76％上昇して

いる公共工事設計労務単価によるものである。 

 総便益（B）10,095,869 千円（平成 26 年度の評価時点：14,396,238 千円※） 

 総費用（C） 3,830,947 千円（平成 26 年度の評価時点： 3,645,630 千円※） 

 分析結果（Ｂ／Ｃ）   2.64（平成 26 年度の評価時点：3.95） 

②  事業効果の発現

状況 

・更新、保育によって適正に森林が整備され、水源涵養や山地保全、二酸化炭素

の固定等、森林の有する公益的機能の維持増進が図られた。 

・林道等の路網整備により、車両の通行可能範囲が広くなったことにより、森林

整備事業地までの所要時間や木材の搬出距離が短縮されることで木材生産の経

費縮減が図られた。 

・計画的な事業の発注を通じて、雇用の場を提供することにより、地域の社会経

済に貢献した。 

・アイヌ文化も考慮した森林整備と水源かん養保安林として原生林を保全する

ことによって、地域住民の生活と農林水産業の発展に貢献した。 

③  事業により整備

された施設の管理

状況 

・整備された森林は、継続して適切に管理しており、良好な状態である。 

・整備された林道は、適切に維持・管理しており、良好な状態である。 

④  事業実施による

環境の変化 

・水源涵養や山地保全の機能が十分に発揮できる森林が形成され、環境を良好な

状態で維持している。 

・周囲の環境と調和した森林施業は自然景観を保持し、保健機能等を充実させ環

境保全に寄与している。 

⑤  社会経済情勢の

変化 

木材生産現場では令和３年度における北海道の林業就業者数はおよそ 4,208

人で、平成 27 年度は 4,272 人、平成 29 年度は 4,253 人、令和元年度は 4,269 人



と横ばいで推移している。 

人工林が利用期を迎え、伐採などの素材生産事業の事業量が増加しているが、

一方で機械化などによる作業効率の向上が進み、労働生産性は高くなっている。 

年間を通して林業に従事する通年雇用者が増加し、令和３年度は 2,800 人ほど

で、平成 27 年度時の 2,100 人と比べると増加し、従事者全体の 66％である。 

ただし、平均年齢は平成 27 年度から令和３年度の間、およそ 50 歳で概ね横ば

いで推移しているが、60 歳以上の割合は依然として全体の 30％を超えていて、

林業に従事する後継者の確保が課題となっており、作業の機械化による安全性や

労働条件の向上が若年層の就業定着に大きく影響している。 

また、木材利用現場では、北海道内では木質バイオマスの需要拡大や道産建材

の利用拡大の取組が展開され、木材需要拡大が見込まれている。 

こうした状況の中、国有林においても、森林・林業・木材産業の成長産業化に

寄与するため、厳しい自然条件の克服や新たな作業システム等に応じた路網整備

を推進するとともに、水源の涵養、国土の保全、木材等の生産といった森林の多

面的機能が発揮されるよう、森林整備を進めることが求められている。 

⑥  今後の課題等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林資源の適正な管理・循環利用を図りながら森林の有する多面的機能を持続

的に発揮させるため、地域管理経営計画及び国有林野施業実施計画に基づき着実

に森林整備、路網整備を実施する必要がある。 

事業の実施に当たっては、今後の施業を想定した効果的な路網配置に加え、コ

ンテナ苗の活用、伐採と造林の一貫作業及び下刈りの機械化により、森林整備の

省力化及び低コスト化に資する取組を推進することが課題となる。 

また、森林による二酸化炭素の吸収に対する期待や北海道産材の需要の高まり

に応じた木材の安定供給体制を構築するなど、北海道の林業・木材産業及び地域

振興に貢献する取組が求められる。 

なお、これらの取組は、関連する地域の自治体や林業事業体と現地検討会等を

通じて技術の共有を図り、普及に向けて連携することが重要である。 

さらに、「日高山脈襟裳国定公園」は、令和６年６月 25 日新たに「日高山脈

襟裳十勝国立公園」に指定されたことから、より自然環境の保護と利用の両立を

図りながら、地域の自治体や関係団体と連携し、手つかずの自然が生む森林景観

の保全に向けた取組が求められる。 

 

地元の意見： 

（北海道） 

 森林整備事業及び路網整備事業の実施により、森林の有する多面的機能の維持

増進が図られたと認識している。 

 今後とも道や関係市町村等と情報の共有を図りながら、森林整備を推進してい

ただきたい。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日高町） 

 主伐期を迎えた森林の更新を図り、植付、下刈等森林整備が実施されたことに

より資源の循環利用林として木材産業に寄与されていることを評価する。  

今後も森林の多面的機能が発揮されるよう森林環境保全整備事業の継続を要

望する。 

（平取町） 

 当町における国有林の所在は、糠
ぬか

平
びら

川水系等の源流部に位置し、町民の生活用

水を取水する河川の上流域が国有林の水源かん養林としての役割を担っており、

保育や間伐を主体とした適切な森林整備が実施されたことにより、森林の水源涵

養機能が発揮される健全な森林の形成がなされている。 

また国有林では、天然力を活用した多様な森林づくり、コンテナ苗を活用した

造林の省力化、大型機械による複層林施業などが行われ、民有林への技術普及な

ど地域の林業振興に寄与されていることを高く評価する。 

日高山脈の最高峰である幌尻岳は、当町からの登山口を利用して町内外から多

くの登山者が入山している。 

その周辺の森林は、国有林となっており間伐や植栽等の森林整備が進められ、

そこへ至る糠平林道の整備等についても継続して実施されていることを高く評

価する。 

なお、糠平林道は併用林道として登山の際の入山路としても利用されているこ

とから、今後も適正な維持管理をお願いする。 

森林管理局事業評価 

技術検討会の意見 

本事業の実施により、水源涵養や山地保全等の森林の持つ公益的機能の維持増

進が図られてきており、事業の効果が発揮されていると認められる。 

評価結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・必要性： 本事業は、基幹産業である農・水産業の振興に資する観点から、森

林の有する水源涵養機能をはじめとする多面的機能の発揮に重要な

役割を果たしており、アイヌ文化も考慮した森林整備は本地域の環境

保全にも大きく寄与している。 

また、保護林として森林生態系保護地域の設定による希少性のある

動植物の生態系保全にも大きく貢献していることや台風などの激甚

化する災害時にも緊急避難路として国有林林道を活用するなど多面

的機能の発揮が今後も求められる観点からも事業の必要性が認めら

れる。 

・効率性： 事業採択時と比較すると、事業量の変動などによりＢ／Ｃは低減し

たが、現況に即した路網配置やこれらの路網と高性能林業機械を適切

に組み合わせた作業システムの定着が図られるなど、事業の効率性が

認められる。 

・有効性： 本事業により、森林の有する多面的機能が一層発揮され、引き続き

その効果が発現されると見込まれる。 

また、水源涵養や山地保全の機能が発揮され、基幹産業の振興や地



 ※平成 26 年度の評価時点における数値については、消費税を含んだ数値である。 

球温暖化防止に寄与していることからも、事業の有効性が認められ

る。 



整理番号２  

完 了 後 の 評 価 個 表 
 

事業名 森林環境保全整備事業（国有林） 事業実施期間
平成 27 年度～令和元年度（５年間）

 （平成 31 年度） 

事業実施地区名
（都道府県名）

（ひだか） 
日高森林計画区 
（北海道） 

事業実施主体
北海道森林管理局 

日高南部
ひ だ か な ん ぶ

森林管理署 

完了後経過年数 ４年 管理主体 日高南部森林管理署 

事業の概要・目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本事業は、北海道の中央南西部に位置する、新
しん

ひだか町を含む４町に所在する

約 130 千 ha の国有林野を対象としている。 

本計画区のうち、当署管内は、東側に急峻な日高
ひ だ か

山脈が南北に走り、幌
ぽろ

尻
しり

岳
だけ

、

カムイエクウチカウシ山、ペテガリ岳、神威岳
かむいだけ

など 1,500ｍを超える高峰がつら

なり、南側は長く海岸線が太平洋に面している。 

また、新 冠
にいかっぷ

川、静内
しずない

川、三石
みついし

川、元
もと

浦
うら

川などの河川から豊かな水量を下流部

に供給することにより、コンブに代表される沿岸漁業やカレイの栽培漁業などの

地域産業に重要な役割を果たしている。 

南端のえりも岬を中心とする一帯の国有林全域が日高山脈襟裳
え り も

十
と

勝
かち

国立公園

であり、岬の断崖と岩礁が連なる急峻な地形を特徴とする海岸域を含んでいる。

また、昭和 28 年からの緑化事業により「えりも砂漠」と呼ばれた海岸沿いの

荒廃斜面に蘇った森林を称え、植樹祭や育樹祭などの記念行事や地元住民に向け

た講演会、パネルディスカッションが開催されている。 

森林の現況は、トドマツ（69％）を主な樹種とする人工林約 13 千 ha と、天然

林面積は約 106 千 ha から成り、森林の蓄積は北海道の全道平均 145 ㎥/ha に対

して、144 ㎥/ha となっている。 

当署管内の総面積の約 94％が水源涵
かん

養を主な目的とした保安林に指定されて

おり、流域内のみならず、河川を通じて沿岸海域にも栄養分等を供給しているこ

とから、基幹産業である農業や漁業などの地域の資源保全に重要な役割を果たし

ている。 

一方、人工林の齢級構成は、約 89％が７～12 齢級で、その中でも主伐期とさ

れる 10 齢級以上の割合は約 65％を占め、森林資源の本格的な利用期を迎えてい

るため、針広混交林や複層林へ計画的に誘導し、木材を安定的に供給するほか、

間伐の適切な実施や主伐後の確実な更新を図るなど、森林整備の必要性は一層増

している。 

このため、本事業は森林の有する公益的機能の持続的な発揮を通じて地域住民

の生活と産業の振興に資するとともに、国産材の安定供給体制の構築及び地球温

暖化防止にも貢献するため、森林整備を積極的に推進し、そのために森林整備の



 

 

 

 

 

 

 

効率的な実施に必要な路網整備を実施したものである。 

・主な事業内容 森林整備 更新面積    29ha 

保育面積  3,315ha 

路網整備 開設延長   10.5km 

改良延長    0.1km 

・総事業費  2,006,306 千円（税抜き 1,850,796 千円） 

（平成 26 年度の評価時点 2,105,830 千円（税抜き 1,949,843 千円）） 

①  費用便益分析の

算定基礎となった

要因の変化 

令和６年度時点における費用便益分析の結果は以下のとおりである。 

なお、事前評価で算出した総便益及び総費用と完了後の評価で算出した総便益

及び総費用との差異については、実行段階における優先度を勘案した事業の実行

に伴う事業量の変動や事業地の奥地化及び急傾斜地など作業条件の厳しい箇所

が多かったこと、さらには平成 25 年度から令和６年度までおよそ 76％上昇して

いる公共工事設計労務単価によるものである。 

 総便益（B）15,821,443 千円（平成 26 年度の評価時点：18,661,749 千円※）

 総費用（C） 3,901,973 千円（平成 26 年度の評価時点： 2,743,549 千円※）

 分析結果（Ｂ／Ｃ）    4.05（平成 26 年度の評価時点：6.80） 

②  事業効果の発現

状況 

・更新、保育によって適正に森林が整備され、水源涵養や山地保全、二酸化炭素

の固定等、森林の有する公益的機能の維持増進が図られた。 

・林道等の路網整備により、車両の通行可能範囲が広くなったことにより、森林

整備事業地までの所要時間や木材の搬出距離が短縮されることで木材生産の経

費縮減が図られた。 

・計画的な事業の発注を通じて、雇用の場を提供することにより、地域の社会経

済に貢献した。 

③  事業により整備

された施設の管理

状況 

・整備された森林は、継続して適切に管理しており、良好な状態である。 

・整備された林道は、適切に維持・管理しており、良好な状態である。 

④  事業実施による

環境の変化 

・水源涵養や山地保全の機能が十分に発揮できる森林が形成され、環境を良好な

状態で維持している。 

・周囲の環境と調和した森林施業は自然景観を保持し、保健機能等を充実させ、

環境保全に寄与している。 

⑤  社会経済情勢の

変化 

 

 

 

 

 

木材生産現場では令和３年度における北海道の林業就業者数はおよそ 4,208

人で、平成 27 年度は 4,272 人、平成 29 年度は 4,253 人、令和元年度は 4,269 人

と横ばいで推移している。 

人工林が利用期を迎え、伐採などの素材生産事業の事業量が増加しているが、

一方で機械化などによる作業効率の向上が進み、労働生産性は高くなっている。

年間を通して林業に従事する通年雇用者が増加し、令和３年度は 2,800 人ほど

で、平成 27 年度時の 2,100 人と比べると増加し、従事者全体の 66％である。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、平均年齢は平成 27 年度から令和３年度の間、およそ 50 歳で概ね横ば

いで推移しているが、60 歳以上の割合は依然として全体の 30％を超えていて、

林業に従事する後継者の確保が課題となっており、作業の機械化による安全性や

労働条件の向上が若年層の就業定着に大きく影響している。 

また、木材利用現場では、北海道内では木質バイオマスの需要拡大や道産建材

の利用拡大の取組が展開され、木材需要拡大が見込まれている。 

こうした状況の中、国有林においても、森林・林業・木材産業の成長産業化に

寄与するため、厳しい自然条件の克服や新たな作業システム等に応じた路網整備

を推進するとともに、水源の涵養、国土の保全、木材等の生産といった森林の多

面的機能が発揮されるよう、森林整備を進めることが求められている。 

⑥  今後の課題等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林資源の適正な管理・循環利用を図りながら森林の有する多面的機能を持続

的に発揮させるため、地域管理経営計画及び国有林野施業実施計画に基づき着実

に森林整備、路網整備を実施する必要がある。 

事業の実施に当たっては、今後の施業を想定した効果的な路網配置に加え、コ

ンテナ苗の活用、伐採と造林の一貫作業及び下刈りの機械化により、森林整備の

省力化及び低コスト化に資する取組を推進することが課題となる。 

また、森林による二酸化炭素の吸収に対する期待や北海道産材の需要の高まり

に応じた木材の安定供給体制を構築するなど、北海道の林業・木材産業及び地域

振興に貢献する取組が求められる。 

なお、これらの取組は、関連する地域の自治体や林業事業体と現地検討会等を

通じて技術の共有を図り、普及に向けて連携することが重要である。 

さらに、「日高山脈襟裳国定公園」は、令和６年６月 25 日新たに「日高山脈

襟裳十勝国立公園」に指定されたことから、より自然環境の保護と利用の両立を

図りながら、地域の自治体や関係団体と連携し、手つかずの自然が生む森林景観

の保全に向けた取組が求められる。 

 

地元の意見： 

（北海道） 

 森林整備事業及び路網整備事業の実施により、森林の有する多面的機能の維持

増進が図られたと認識している。 

 今後とも道や関係市町村等と情報の共有を図りながら、森林整備を推進してい

ただきたい。 

（新冠町） 

 国有林は当町に所在するダムの上流部を占めており、間伐を主体とした森林整

備が実施されたことにより、森林の待つ多面的機能の発揮と、良好な森林の形成

がされたことは高く評価する。 

今後も、森林の持つ多面的機能が持続的に発揮されることを要望するととも

に、地元の雇用対策に効果が見込まれるため、今後も持続的に事業を実施される



 

 

 

ことを要望する。 

（新ひだか町） 

 国有林は、新ひだか町に所在するダムの上流部を占めており、保育間伐を主体

とした森林整備にご尽力いただき、森林の持つ多面的機能の発揮と良好な森林が

造成されたことについて高く評価する。 

今後も森林の持つ多面的機能が持続的に発揮されるとともに地域の林業林産

業等の育成に効果が見込まれるので、引き続き森林整備事業の実施について要望

する。 

（浦
うら

河
かわ

町） 

 町内の森林面積のうち 40％以上が国有林であり、森林整備が適切に実施され

たことにより、森林の持つ多面的機能が発揮されたと評価できる。 

今後も同事業の継続と国有林の整備を要望する。 

（えりも町） 

当町の国有林で森林環境保全整備事業は実施されてはいないが、保安林整備事

業により海岸林の整備を継続的に実施していることにより、良好な森林の形成が

なされたことは高く評価する。 

今後も事業を継続し、複層林化への誘導と緑化困難地への植栽を要望する。

森林管理局事業評価 

技術検討会の意見 

本事業の実施により、水源涵養や山地保全等の森林の持つ公益的機能の維持増

進が図られてきており、事業の効果が発揮されていると認められる。 

評価結果  

 

 

 

 

・必要性： 本事業は、水源林の保全及び基幹産業である農業及び漁業の振興に

資する観点から、森林の有する水源涵養機能をはじめとする多面的機

能の発揮に重要な役割を果たしている。 

また、市町村連絡会議の設置や森林整備推進協定により、民有林行

政との連携を推進する機会を設けたり、森林教室や植樹・育樹祭を開

催するなど地域社会の林業活性化に寄与する観点からも事業の必要

性が認められる。 

・効率性： 事業採択時と比較すると、事業量の変動などによりＢ／Ｃは低減し

たが、現況に即した路網配置や路網と高性能林業機械を適切に組み合

わせた作業システムの定着が図られるなど、事業の効率性が認められ

る。 

・有効性： 本事業により、森林の有する多面的機能が一層発揮され、引き続き

その効果が発現されると見込まれる。 

また、水源涵養や山地保全の機能が発揮され、基幹産業の振興や地

球温暖化防止に寄与していることからも、事業の有効性が認められ

る。 

 ※平成 26 年度の評価時点における数値については、消費税を含んだ数値である。 



整理番号３  

完 了 後 の 評 価 個 表 
 

事業名 森林環境保全整備事業（国有林） 事業実施期間
平成 27 年度～令和元年度（５年間）

 （平成 31 年度） 

事業実施地区名
（都道府県名）

（おしまひやま） 
渡島檜山森林計画区 

（北海道） 
事業実施主体

北海道森林管理局 

檜山
ひ や ま

森林管理署 

完了後経過年数 ４年 管理主体 檜山森林管理署 

事業の概要・目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本事業は、北海道の南西部に位置する、厚沢部町
あっさぶちょう

を含む２市８町に所在する約

112 千 ha の国有林野を対象としている。 

本計画区のうち、当署管内は、北の乙部
お と べ

岳
だけ

から南の七ツ岳
ななつだけ

・大千軒岳
だいせんげんだけ

に至る渡島
お し ま

半島脊梁部の南西側に位置しており、周囲を日本海、津
つ

軽
がる

海峡、太平洋側の噴火湾
ふんかわん

と特性の異なる海域に囲まれ、山地水源林より海域に豊富な河川水を供給するこ

とによりイカ等の漁船漁業、ウニ、アワビ等の浅海漁業や沿岸部のコンブやホタ

テの養殖など、多様な漁業に貢献している。 

生物群集保護林及び希少個体群保護林を設定し、極力人的行為を排除する等、

貴重な森林資源の保護に努めているほか、国有林の一部を企業の社会的責任（C

SR）活動等を目的とした植栽・保育等の森林整備活動を行う「五稜郭
ごりょうかく

国有林」と

して提供したり、次世代に引き継ぐべき木の文化に支えられた多くの伝統文化等

を継承する森林づくり活動として檜山
ひ や ま

古事の森育成協議会との間に協定を締結

している。 

森林の現況は、トドマツ（67％）を主な樹種とする人工林約 34 千 ha と、天然

林は約 75 千 ha から成り、森林の蓄積は北海道の全道平均 145 ㎥/ha に対して、

129 ㎥/ha となっている。 

当署管内の総面積の約 80％が水源涵
かん

養を主な目的とした保安林に指定されて

おり、流域内のみならず、河川を通じて沿岸海域にも栄養分等を供給しているこ

とから、基幹産業である農業や漁業などの地域の資源保全に重要な役割を果たし

ている。 

一方、人工林の齢級構成は、約 72％が７～12 齢級で、その中でも主伐期とさ

れる 10 齢級以上の割合は約 80％を占め、森林資源の本格的な利用期を迎えてい

るため、針広混交林や複層林へ計画的に誘導し、木材を安定的に供給するほか、

間伐の適切な実施や主伐後の確実な更新を図るなど、森林整備の必要性は一層増

している。 

このため、本事業は森林の有する公益的機能の持続的な発揮を通じて住民の生

活と産業の振興に資するとともに、国産材の安定供給体制の構築及び地球温 

暖化防止にも貢献するため、森林整備を積極的に推進するとともに森林整備の効



率的な実施に必要な路網整備を実施したものである。 

・主な事業内容 森林整備 更新面積   219ha 

保育面積  3,132ha 

路網整備 開設延長    6.8km 

改良延長    0.9km 

・総事業費  2,555,196 千円（税抜き 2,357,182 千円） 

（平成 26 年度の評価時点 1,527,323 千円（税抜き 1,414,188 千円）） 

①  費用便益分析の

算定基礎となった

要因の変化 

令和６年度時点における費用便益分析の結果は以下のとおりである。 

なお、事前評価で算出した総便益及び総費用と完了後の評価で算出した総便益

及び総費用との差異については、実行段階における優先度を勘案した事業の実行

に伴う事業量の変動や事業地の奥地化及び急傾斜地など作業条件の厳しい箇所

が多かったこと、さらには平成 25 年度から令和６年度までおよそ 76％上昇して

いる公共工事設計労務単価によるものである。 

 総便益（B）12,711,508 千円（平成 26 年度の評価時点： 9,998,628 千円※）

 総費用（C） 4,688,230 千円（平成 26 年度の評価時点： 1,749,265 千円※）

 分析結果（Ｂ／Ｃ）    2.71（平成 26 年度の評価時点：5.72） 

②  事業効果の発現

状況 

・更新、保育によって適正に森林が整備され、水源涵養や山地保全、二酸化炭素

の固定等、森林の有する公益的機能の維持増進が図られた。 

・林道等の路網整備により、車両の通行可能範囲が広くなったことにより、森林

整備事業地までの所要時間や木材の搬出距離が短縮されることで木材生産の経

費縮減が図られた。 

・計画的な事業の発注を通じて、雇用の場を提供することにより、地域の社会経

済に貢献した。 

・周囲を海域に囲まれるため、山地水源林から海域への河川水が、イカ、ウニ、

アワビなどの漁業や沿岸部のコンブ・ホタテの養殖など、多様な漁業に貢献して

いる。 

③  事業により整備

された施設の管理

状況 

・整備された森林は、継続して適切に管理しており、良好な状態である。 

・整備された林道は、適切に維持・管理しており、良好な状態である。 

④  事業実施による

環境の変化 

・水源涵養や山地保全の機能が十分に発揮できる森林が形成されている。 

・周囲の森林と調和した施業は自然景観を保持し、保健機能等を充実させてい

る。 

⑤  社会経済情勢の

変化 

木材生産現場では令和３年度における北海道の林業就業者数はおよそ 4,208

人で、平成 27 年度は 4,272 人、平成 29 年度は 4,253 人、令和元年度は 4,269 人

と横ばいで推移している。 

人工林が利用期を迎え、伐採などの素材生産事業の事業量が増加しているが、

一方で機械化などによる作業効率の向上が進み、労働生産性は高くなっている。



年間を通して林業に従事する通年雇用者が増加し、令和３年度は 2,800 人ほど

で、平成 27 年度時の 2,100 人と比べると増加し、従事者全体の 66％である。 

ただし、平均年齢は平成 27 年度から令和３年度の間、およそ 50 歳で概ね横ば

いで推移しているが、60 歳以上の割合は依然として全体の 30％を超えていて、

林業に従事する後継者の確保が課題となっており、作業の機械化による安全性や

労働条件の向上が若年層の就業定着に大きく影響している。 

また、木材利用現場では、北海道内では木質バイオマスの需要拡大や道産建材

の利用拡大の取組が展開され、木材需要拡大が見込まれている。 

こうした状況の中、国有林においても、森林・林業・木材産業の成長産業化に

寄与するため、厳しい自然条件の克服や新たな作業システム等に応じた路網整備

を推進するとともに、水源の涵養、国土の保全、木材等の生産といった森林の多

面的機能が発揮されるよう、森林整備を進めることが求められている。 

⑥  今後の課題等 森林資源の適正な管理・循環利用を図りながら森林の有する多面的機能を持続

的に発揮させるため、地域管理経営計画及び国有林野施業実施計画に基づき着実

に森林整備、路網整備を実施する必要がある。 

事業の実施に当たっては、今後の施業を想定した効果的な路網配置に加え、コ

ンテナ苗の活用、伐採と造林の一貫作業及び下刈りの機械化により、森林整備の

省力化及び低コスト化に資する取組を推進することが課題となる。 

また、森林による二酸化炭素の吸収に対する期待や北海道産材の需要の高まり

に応じた木材の安定供給体制を構築するなど、北海道の林業・木材産業及び地域

振興に貢献する取組が求められる。 

なお、これらの取組は、関連する地域の自治体や林業事業体と現地検討会等を

通じて技術の共有を図り、普及に向けて連携することが重要である。 

 

地元の意見： 

（北海道） 

 森林整備事業及び路網整備事業の実施により、森林の有する多面的機能の維持

増進が図られたと認識している。 

 今後とも道や関係市町村等と情報の共有を図りながら、森林整備を推進してい

ただきたい。 

（函館市
はこだてし

） 

 当市内における国有林での森林整備は実施されていないが、自然環境の保全を

図る観点などから、今後も適切な森林整備を要望する。 

（北斗
ほ く と

市
し

） 

 森林整備事業により、森林の有する多面的機能の維持・促進が図られたものと

評価する。 

今後も、森林の持つ多面的機能が持続的に発揮できるよう事業の継続を希望す

る。 



（木古内町
きこないちょう

） 

木古内町において森林整備が適切に実施され、森林の持つ多面的機能が発揮さ

れたと評価できる。 

今後も適期に必要な森林整備と基盤となる路網整備が実施されるよう、森林環

境保全整備事業の継続を要望する。 

（知内町
しりうちちょう

） 

知内町において森林整備が適切に実施され、森林の持つ多面的機能が発揮され

たと評価できる。 

今後も適期に必要な森林整備と基盤となる路網整備が実施されるよう、森林環

境保全整備事業の継続を要望する。 

（福島町
ふくしまちょう

） 

森林整備事業の実施により、森林の持つ多面的な機能が発揮されたものと評価

できる。 

今後も、同事業の継続によって多面的機能の維持・促進と良好な森林形成がな

されることをお願いする。 

（厚沢部町） 

厚沢部町内森林の８割を占める国有林において着実に森林整備が進められた

ことは十分評価できる。 

今後も森林整備のほか低コスト施業の検討、バイオマス含む地域材の利用拡

大、地域農業に必要な水資源の確保、山地災害の防止、野生鳥獣による森林被害

の防止、スマート林業導入への効果的な手法など、民有林の手本となるべく事業

を継続し適切な森林整備の推進を要望する。 

（江差町
えさしちょう

） 

国有林の適切な整備により、国土保全機能及び森林の有する多面的機能が発揮

されるため、当町における森林環境保全整備事業をより一層充実していただきた

い。 

（上ノ国町
かみのくにちょう

） 

森林環境保全整備事業により、当町における国有林において公益的機能の維

持・促進が図られたことについて評価する。 

今後も当町における９割を占める森林の整備について、森林の有する機能の維

持・促進、林業・林産業の担い手対策、国・町・民有林が一体となった路網や森

林整備など、維持かつ適切な森林整備の推進を要望する。 

（乙部町） 

町内の森林のうち、国有林が多く占める乙部町において、森林整備が着実に実

施されたことは十分に評価する。 

また森林の有する水源涵養や土砂流出防止機能の発揮は基幹産業である漁業

や農業の振興に資する観点から重要であるため、森林環境保全整備事業の継続と

適切な国有林の整備を要望する。 



（奥尻町
おくしりちょう

） 

町内の森林のうち、国有林が 69％を占める奥尻町において、森林整備が確実に

実施されたことは十分に評価できる。 

また、森林の有する水源涵養や土砂流出防止機能の発揮は基幹産業である漁業

や農業の振興に資する観点から重要であるため、森林環境保全整備事業の継続と

適切な国有林の整備を要望する。 

森林管理局事業評価 

技術検討会の意見 

本事業の実施により、水源涵養や山地保全等の森林の持つ公益的機能の維持増

進が図られてきており、事業の効果が発揮されていると認められる。 

評価結果  

 

 

 

 

・必要性： 本事業は、水源林の保全及び基幹産業である農業や水産業の振興に

資する観点から、森林の有する水源涵養機能をはじめとする多面的機

能の発揮に重要な役割を果たしている。 

とくに、周囲を海域に囲まれるため、山地からの河川水供給が、

北海道特産の水産物を育成するこの地域の多様な漁業に貢献してい

る。 

また、レクリエーションの森や国民参加の森づくりのためにフィー

ルドを提供するなど保健文化の維持増進に寄与する観点からも事業

の必要性が認められる。 

・効率性： 事業採択時と比較すると、事業量の変動などによりＢ／Ｃは低減し

たが、現況に即した路網配置や路網と高性能林業機械を適切に組み合

わせた作業システムの定着が図られるなど、事業の効率性が認められ

る。 

・有効性： 本事業により、森林の有する多面的機能が一層発揮され、引き続き

その効果が発現されると見込まれる。 

また、水源涵養や山地保全の機能が発揮され、基幹産業の振興や地

球温暖化防止に寄与していることからも、事業の有効性が認められ

る。 

 ※平成 26 年度の評価時点における数値については、消費税を含んだ数値である。 



整理番号４  

完 了 後 の 評 価 個 表 
 

事業名 森林環境保全整備事業（国有林） 事業実施期間
平成 27 年度～令和元年度（５年間）

 （平成 31 年度） 

事業実施地区名
（都道府県名）

（おしまひやま） 
渡島檜山森林計画区 

（北海道） 
事業実施主体

北海道森林管理局 

渡島
お し ま

森林管理署 

完了後経過年数 ４年 管理主体 渡島森林管理署 

事業の概要・目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本事業は、北海道の南西部に位置する、八雲町
やくもちょう

を含む７町に所在する約 143 千

ha の国有林野を対象としている。 

本計画区のうち、当署管内は、北側に渡島半島最高峰の狩場山
かりばやま

を有し、西側を

日本海、東側を噴火湾
ふんかわん

に囲まれ、南側に駒ケ岳
こまがたけ

が位置している。 

北側の狩場山を中心とした地域は、日本におけるブナ森林帯の北限近くに位置

し、代表的な冷温帯性ブナ林に多様な野生生物が生息しているため、これらの保

全および学術的観点から森林生態系保護地域や希少個体群保護林を設定してお

り、また、ブナ及びヒバの北限地帯であるとともに、トドマツの南限地帯とも重

なる温帯と亜寒帯の移行帯として、生物地理的にも重要な位置をなしている。

南側の駒ヶ岳の山麓は、大
おお

沼
ぬま

国定公園に指定され、活火山である駒ケ岳とその

周りにできた大小の沼や自然豊かな周辺地域が雄大な景観を生み出し、自然探索

を目的とし道内外からの多くの観光客が訪れているが、その一方で、駒ヶ岳や近

傍の渡島大島などの火山活動は、山麓斜面に多量の火山放出物を堆積させ、不安

定な未熟土壌が広く分布するため、土砂災害及び森林地の浸食などの保全管理上

で留意する必要がある。 

森林の現況は、トドマツ（81％）を主な樹種とする人工林約 31 千 ha、天然林

約 102 千 ha から成り、森林の蓄積は北海道の全道平均 145 ㎥/ha に対して、99

㎥/ha となっている。 

当署管内の総面積の約 43％が水源涵
かん

養を主な目的とした保安林、約 55％が土

砂流出防備を主な目的とした保安林に指定されており、流域内の水源林はもとよ

り、火山堆積物の流出に伴う土砂災害等を防ぐ森林帯として、地域住民や観光資

源の安全及び農業・酪農の振興に資する観点からも重要な役割を果たしている。

一方、人工林の齢級構成は、約 75％が７～12 齢級で、その中でも主伐期とさ

れる 10 齢級以上の割合は約 84％を占め、森林資源の本格的な利用期を迎えてい

るため、針広混交林や複層林へ計画的に誘導し、木材を安定的に供給するほか、

間伐の適切な実施や主伐後の確実な更新を図るなど、森林整備の必要性は一層増

している。 

このため、本事業は森林の有する公益的機能の持続的な発揮を通じて住民の生



活と産業の振興に資するとともに、国産材の安定供給体制の構築及び地球温暖化

防止にも貢献するため、森林整備を積極的に推進するとともに森林整備の効率的

な実施に必要な路網整備を実施したものである。 

・主な事業内容 森林整備 更新面積   102ha 

保育面積  3,901ha 

路網整備 開設延長    9.0km 

改良延長    0.3km 

・総事業費  2,178,048 千円（税抜き 2,007,349 千円） 

（平成 26 年度の評価時点 2,335,531 千円（税抜き 2,162,529 千円）） 

①  費用便益分析の

算定基礎となった

要因の変化 

令和６年度時点における費用便益分析の結果は以下のとおりである。 

なお、事前評価で算出した総便益及び総費用と完了後の評価で算出した総便益

及び総費用との差異については、実行段階における優先度を勘案した事業の実行

に伴う事業量の変動や事業地の奥地化及び急傾斜地など作業条件の厳しい箇所

が多かったこと、さらには平成 25 年度から令和６年度までおよそ 76％上昇して

いる公共工事設計労務単価によるものである。 

 総便益（B）13,852,365 千円（平成 26 年度の評価時点：13,758,495 千円※）

 総費用（C） 4,280,025 千円（平成 26 年度の評価時点： 3,418,172 千円※）

 分析結果（Ｂ／Ｃ）    3.24（平成 26 年度の評価時点：4.03） 

②  事業効果の発現

状況 

・更新、保育によって適正に森林が整備され、水源涵養や山地保全、二酸化炭素

の固定等、森林の有する公益的機能の維持増進が図られた。 

・林道等の路網整備により、車両の通行可能範囲が広くなったことにより、森林

整備事業地までの所要時間や木材の搬出距離が短縮されることで木材生産の経

費縮減が図られた。 

・計画的な事業の発注を通じて、雇用の場を提供することにより、地域の社会経

済に貢献した。 

・本地域はブナ・ヒバの北限地帯とトドマツの南限地帯に当たり、多様な生態系

を維持するとともに、駒ヶ岳山麓の一大観光地を擁していることから、これらの

保全にも十分に配慮された。 

③  事業により整備

された施設の管理

状況 

・整備された森林は、継続して適切に管理しており、良好な状態である。 

・整備された林道は、適切に維持・管理しており、良好な状態である。 

④  事業実施による

環境の変化 

 

 

・水源涵養や山地保全の機能が十分に発揮できる森林が形成され、環境を良好な

状態で維持している。 

・周囲の環境と調和した森林施業は自然景観を保持し、保健機能等を充実させ環

境保全に寄与している。 

⑤  社会経済情勢の

変化 

木材生産現場では令和３年度における北海道の林業就業者数はおよそ 4,208

人で、平成 27 年度は 4,272 人、平成 29 年度は 4,253 人、令和元年度は 4,269 人



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と横ばいで推移している。 

人工林が利用期を迎え、伐採などの素材生産事業の事業量が増加しているが、

一方で機械化などによる作業効率の向上が進み、労働生産性は高くなっている。

年間を通して林業に従事する通年雇用者が増加し、令和３年度は 2,800 人ほど

で、平成 27 年度時の 2,100 人と比べると増加し、従事者全体の 66％である。 

ただし、平均年齢は平成 27 年度から令和３年度の間、およそ 50 歳で概ね横ば

いで推移しているが、60 歳以上の割合は依然として全体の 30％を超えていて、

林業に従事する後継者の確保が課題となっており、作業の機械化による安全性や

労働条件の向上が若年層の就業定着に大きく影響している。 

また、木材利用現場では、北海道内では木質バイオマスの需要拡大や道産建材

の利用拡大の取組が展開され、木材需要拡大が見込まれている。 

こうした状況の中、国有林においても、森林・林業・木材産業の成長産業化に

寄与するため、厳しい自然条件の克服や新たな作業システム等に応じた路網整備

を推進するとともに、水源の涵養、国土の保全、木材等の生産といった森林の多

面的機能が発揮されるよう、森林整備を進めることが求められている。 

⑥ 今後の課題等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林資源の適正な管理・循環利用を図りながら森林の有する多面的機能を持続

的に発揮させるため、地域管理経営計画及び国有林野施業実施計画に基づき着実

に森林整備、路網整備を実施する必要がある。 

事業の実施に当たっては、今後の施業を想定した効果的な路網配置に加え、コ

ンテナ苗の活用、伐採と造林の一貫作業及び下刈りの機械化により、森林整備の

省力化及び低コスト化に資する取組を推進することが課題となる。 

また、森林による二酸化炭素の吸収に対する期待や北海道産材の需要の高まり

に応じた木材の安定供給体制を構築するなど、北海道の林業・木材産業及び地域

振興に貢献する取組が求められる。 

なお、これらの取組は、関連する地域の自治体や林業事業体と現地検討会等を

通じて技術の共有を図り、普及に向けて連携することが重要である。 

 

地元の意見： 

（北海道） 

 森林整備事業及び路網整備事業の実施により、森林の有する多面的機能の維持

増進が図られたと認識している。 

 今後とも道や関係市町村等と情報の共有を図りながら、森林整備を推進してい

ただきたい。 

（森町
もりまち

） 

国有林は森町の地域における水源林としての役割を担っており、間伐を主体と

した森林整備が実施されたことにより、森林の有する多面的機能が発揮される健

全な森林の形成がなされたことは評価する。 

今後も適切な整備と管理を実施され、民有林の模範となるような森林経営をお



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

願いする。 

（鹿部町
しかべちょう

） 

 森林整備事業の実施により、水源涵養機能など森林の持つ多面的機能を期待

し、今後も森林の持つ多面的機能が持続的に発揮できるよう事業の継続を要望す

る。 

（七飯町
ななえちょう

） 

 七飯町における国有林は、町内の水源林としての役割を担っているほか、大沼

国定公園や駒ケ岳など優れた山岳景観や美しい湖沼などの景勝地として町民に

親しまれており、森林整備事業の実施により森林の持つ多面的機能が発揮される

健全な森林の形成が為されたことを評価する。 

今後も自然環境の保全を図る観点から総合的な森林整備を要望する。 

（長万部町
おしゃまんべちょう

） 

森林環境保全整備事業により、長万部町の森林の有する多面的機能の発揮が促

進され、土砂流出の抑制などに寄与し、基幹産業である水産業及び農業の振興に

資する森林施業が実施されたと評価する。 

人工林が本格的な利用期を迎え、森林整備の効率的な実施に必要な路網整備の

実施、間伐・主伐の適切な実施と主伐後の確実な更新・保育など、施業の集約化

や効率的な作業システムの導入による森林整備の低コスト化を図る取り組みを

進めており、現地検討会等の開催や先駆的な技術の実証等により民有林への技術

の普及や林業経営者の育成に寄与されたことも高く評価する。 

今後も民有林と連携した取り組みを推進し、地域の林業・木材産業の振興のた

め本事業の継続を期待する。 

（八雲町
やくもちょう

） 

 町内の森林のうち、国有林が 62％を占める八雲町において、森林整備が着実に

実施されたことは十分に評価できる。 

また森林の有する水源涵養や土砂流出防止機能の発揮は基幹産業である漁業

や農業の振興に資する観点から重要であるため、森林環境保全整備事業の継続と

適切な国有林の整備を要望する。 

（今金町
いまかねちょう

） 

 国有林は今金町における水源林としての重要な役割を担っており、森林整備が

実施されたことにより、森林の有する多面的機能が発揮され健全な森林の形成が

なされたことは評価する。 

また森林の適切な整備により国土保全機能が発揮されているとともに、地域の

水源林として水源涵養機能が発揮されている。 

今後とも、森林の有する公益的機能の更なる向上のため、森林環境保全整備事

業の継続、民有林の模範となるような森林経営をお願いする。 

（せたな町） 

本町の森林は行政区域面積の 79％を占めており、そのうち国有林が 58％を占



 

 

 

 

 

 

 

めているが、水土保全など森林の有する公益的機能への役割がますます重要とな

っている。 

近年、全国各地で集中豪雨による山地災害が発生しておりますが、本町におい

ても令和４年６月及び令和４年８月の豪雨により林道や町道の崩壊や土砂流入、

河川への土砂流出や氾濫などの被害が発生した。 

このことから山地災害防止など森林の有する公益的機能の更なる向上のため、

適切な森林管理と治山事業の推進が重要となることから、適切な国有林整備を要

望する。 

森林管理局事業評価 

技術検討会の意見 

本事業の実施により、水源涵養や山地保全等の森林の持つ公益的機能の維持増

進が図られてきており、事業の効果が発揮されていると認められる。 

評価結果  

 

 

 

 

・必要性： 本事業は、基幹産業である農業及び漁業の振興に資する観点から、

森林の有する水源涵養機能をはじめとする多面的機能の発揮に重要

な役割を果たしている。 

とくに、学術的価値の高いブナ・ヒバの北限地帯とトドマツの南限

地帯や、駒ヶ岳山麓の湖沼を要する観光地の保全にも十分に配慮する

する必要がある。 

また、民有林と一体となった森林整備や講習会、保健文化機能の維

持増進などに寄与する観点からも、事業の必要性が認められる。 

・効率性： 事業採択時と比較すると、事業量の変動などによりＢ／Ｃは低減し

たが、現況に即した路網配置や路網と高性能林業機械を適切に組み合

わせた作業システムの定着が図られるなど、事業の効率性が認められ

る。 

・有効性： 本事業により、森林の有する多面的機能が一層発揮され、引き続き

その効果が発現されると見込まれる。 

また、水源涵養や山地保全の機能が発揮され、基幹産業の振興や地

球温暖化防止に寄与していることからも、事業の有効性が認められ

る。 

 ※平成 26 年度の評価時点における数値については、消費税を含んだ数値である。 


